
別記様式第６ 鑑定評価書（ 年地価調査）
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住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ閑静な分譲住宅地域

つつじヶ丘1.1 ㎞

特になし 基準方位北、５ｍ
市道

つつじヶ丘駅北西方
1.1 ㎞

低金利および歴史的円安傾向から抜け出し金利の上昇、物価の上昇及
びコスト高が著しいが、不動産市場はいまだに上昇傾向にある。

最寄駅から徒歩圏内の戸建住宅等が建ち並ぶ住宅地域で需要は底堅い
。金利動向が注視されるものの、地価は概ね堅調である。

東側接面道路の宅地であり、画地規模は標準的な規模であり、特段の
変化は把握されない。

当該地域は、最寄駅から徒歩圏内の中規模一般住宅が建ち並ぶ閑静な分譲住宅地域として成熟している。今後も
特段の地域要因の変化もなく、当分の間、現状を維持していくものと思料する。
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(7)試算価格の調整・

　 額の決定の理由　　　
　 検証及び鑑定評価

(6)市場の特性

近隣地域は、つつじヶ丘駅から徒歩圏の戸建低層住宅が建ち並ぶ住宅地域であり、評価対象地のように自用の戸建住宅
で土地価格に相応する収益賃料は形成できない。土地所有者が有効活用で収益物件を建てるのみで外部からの収益を求
めての取引は少ない。よって、自用の取引が主であるため、取引価格に基づく比準価格を標準として収益価格を参考程
度に止め、標準地、指定基準地との検討も踏まえて、表記の鑑定評価額を決定した。

同一需給圏は調布駅及び隣接の世田谷区及び隣接市の京王線沿線各駅から徒歩圏の住宅地域である。需要者の中心は、
同一需給圏のうち調布市内の居住者が過半を占め、同一需給圏外からの転入者も見られる。旧来からの住宅地で堅調な
住宅需要に支えられ、需要は旺盛である。土地は、１００㎡程度で４０００万円から５０００万円程度、新築の戸建物
件では６０００万円から７０００万円が需要の中心である。

①－１対象基準地の検討
継続　　新規
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令和 7

令和 7 7 1

令和 7 7 2

調布(都)　 － 5 東京都 多摩第２ 不動産鑑定士 佐藤　孝二

愛生不動産鑑定事務所
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